
 

 

 

 
 
 
 
 

 

大項目

中項目

小項目

具体的な取組項目

１　行財政改革による行財政運営の適正化

(１)　マネジメントシステムの強化

１　戦略的な視点を持った施策・事業の重点化 ● 19 政策協議の実施

２　事業の成果等の評価による事業展開の方向付け ● 20 徹底した事務事業の見直し

(２)　健全財政の推進

①　効率的で効果的な財政運営

3　事業の終期の明確化 ● - （20 「徹底した事務事業の見直し」に統合）

4　各種事業計画の策定 ● 21 各種整備計画の策定と運用

5　重複・類似事業の見直し ● - （20 「徹底した事務事業の見直し」に統合）

6　財政調整基金の活用と確保 ● 1 財政調整基金の活用と確保

7　受益者負担の適正化（手数料改定） ●

7　受益者負担の適正化（使用料改定） ●

8　市債元利償還金の繰上償還、借換 ● 2 公債費の抑制

9　通常分の市債発行の抑制 ● - （2 「公債費の抑制」に統合）

10　各種特別会計の必要性の検証と見直し ● - 取り止め

11　委託効果が高い業務への民間等委託導入の推進 ● 17 民間委託の推進

12　事業の改善・廃止計画の適切な進捗管理 ● 20 徹底した事務事業の見直し

②　公の施設の見直し

13　公の施設の利用状況等を踏まえた再配置計画の策定と実施(公の施設) ●

13　公の施設の利用状況等を踏まえた再配置計画の策定と実施(保育園) ●

14　公の施設の除却計画の作成による計画的な施設の除却 ● 25 計画的な除却の実施

③　第三セクター等の経営改善

15 市の関与度合いが高い第三セクターの経営の健全化と今後の方
向性の明確化

● 12 第三セクターの経営健全化

16　土地開発公社の債務整理推進のための具体的な対応策の検討 ● - 取組完了

④　公営企業等の経営健全化

ガス事業、水道事業、簡易水道事業

17　未納料金の縮減

18　民間活力の導入

19　企業債残高の縮減

20　高い金利水準にある企業債の繰上償還

病院事業

21　未納料金の縮減（未納料金縮減）

21　未納料金の縮減（医師確保）

下水道事業

22　使用料の増収

23　施設管理委託料の節減

農業集落排水事業

24　使用料の増収

25　施設管理委託料の節減

⑤　市が保有する資源を活用した歳入確保

26　市税等の収納率の向上 ● 9 市税等の収納率向上に向けた取組の推進

27　不用な資産の売却と貸付 ● 10 未利用財産の売却・貸付の促進

28　その他収入の確保（特定目的基金） ● - 取り止め

28　その他収入の確保（有料広告） ● 11 新たな財源の確保

(３)　組織機構改革

29　適正な職員定員管理 39 定員適正化の推進

30　木田庁舎・総合事務所のあり方など組織機構の見直し 40 組織機構の見直し

(４)　人材育成

31　職員として大切にすべき価値観・基本姿勢の共有

32　育成と任用が連動する人事行政の推進

33　労務環境の整備

34　基礎的な資質・能力の底上げ

35　専門性の伸長・特定専門分野のキーマン育成

２　市民社会へのアプローチによる「新しい公共」の創造

(１)　近隣社会における共生

36 地域課題を自らのこととして考えるきっかけづくりのための地域活
動支援事業の実施 ● 32 地域コミュニティ活動の推進

(２)　多様な市民活動

37　市民がボランティア等に参加しやすい環境整備

38　ＮＰＯ・ボランティア等市民団体の公益的な活動の支援

(３)　市民と行政の協働

39　協働を提案しやすい仕組みの構築

40　協働の場づくりのためのモデル事業の実施

協働の理解の促進
協働の取組の推進

●
35
36

市民活動の推進(ボランティア活動の推進)
市民活動の推進(ＮＰＯとの連携強化)

●

41
42
43
44

37
38

職員能力の開発推進
人事評価制度の構築と適正な運用
危機管理能力の向上
職場環境の整備

●

下水道事業の経営改革の取組の推進

●

● 15

病院事業の経営改革の取組の推進

● 15 下水道事業の経営改革の取組の推進

● 13 上水道・ガス事業の経営改革の取組の推
進

● 14

24 計画的な再配置の実施

第5次行政改革における
取組項目の整理

①現行ど
おり継続

②実施方
法等を見
直し継続

③取組項
目の設定
そのものを
見直し継
続

④継続しな
い

整理
番号

第5次行政改革の
取組項目(案)

受益者負担の適正化8

第4次行政改革推進計画に掲げた具体的な取組項目

中

間

検

証

の

実

施

中間検証を踏まえた
第5次行政改革への継続の必要性

制度の見直し
各種制度の見直しの徹底と事業の計画的な廃止・
減額に取り組む必要がある。

20 徹底した事務事業の見直し

民間委託の推進
民間委託できる業務の洗い出しを徹底する必要が
ある。

17 民間委託の推進

公の施設の統廃合
公の施設の再配置(統廃合)による維持管理経費の
縮減に取り組む必要がある。

24 計画的な再配置の実施

職員人件費の縮減(非常勤職員含む)
定員適正化計画に基づく適正な定員管理に取り組
む必要がある。

39 定員適正化の推進

補助金、交付金見直し
補助金の妥当性はもとより、剰余金の多い団体へ
の補助休止や補助率等の見直しを検討する必要が
ある。

3 補助金・交付金の見直し

指定管理者制度への移行
民間委託の推進の一環として、指定管理者制度の
導入を進める必要がある。

18 指定管理者制度の導入と適正な運用

特別会計繰出金
一般会計からの繰出金を抑制するため、特別会計
の収支構造の健全化に向けた検討を行う必要があ
る。

16 特別会計の効率的な運営

契約制度の見直し
仕様書発注の拡大や最低制限価格の見直しを検討
する必要がある。

6 入札契約制度の見直し

改革プランにおける主な検討項目 内容
整理
番号

第5次行政改革の取組項目(案)

8 受益者負担の適正化

24 計画的な再配置の実施

10 未利用財産の売却・貸付の促進

11 新たな財源の確保

39 定員適正化の推進

40 組織機構の見直し

41 職員能力の開発推進

42 人事評価制度の構築と適正な運用

32 地域コミュニティ活動の推進

37 協働の理解の促進

38 協働の取組の推進

6 入札契約制度の見直し

第5次行政改革の取組項目(案)

住民負担を考えて、受益者負担の適正化に取り組んでほしい。

行政運営・行政執行のあり方について、職員の能力・資質の向上を一緒に考えていく
必要がある。

地域協議会等における主な意見等
整理
番号

公の施設の再配置を進めるに当たっては、一定の基準を持ちながら進めてほしい。将
来的に市立保育園はなくす方向なのか。学校の統合が進むことが懸念されるが、どの
ように考えているか。

収入を増やすために、不用財産の売却を強化する必要があるのではないか。

税収を増やすため、産業団地や工業団地への誘致活動を積極的に取り組んでほしい。

職員数はどのような基準で削減していくのか。正規職員を減らしても、臨時職員が増
えているのではないか。職員数を減らすことで、サービスの低下につながるのではな
いか。

広く市民の声が届くような組織改革を進めてほしい。職員削減は組織機構の見直しと
連動して考えると思うが、総合事務所の縮小が集落の衰退を招くことを懸念してい
る。

職員の資質に問題がある。人事考課や管理・チェックをどの程度行っているのか。

ＮＰＯだけでなく、コミュニティ活動を支援・育成し、市民パワーを発揮できる体制
整備に配慮してほしい。

「新しい公共」についての理解度は、行政と市民との間でギャップがある。「新しい
公共」とは何か。市のビジョンが見えない。

公共事業の発注に伴う落札率について検討すれば、経費削減につながるのではない
か。

第 5次行政改革大綱等の取組項目の設定について(案) 

１ 第 4次行政改革の中間検証を踏まえて承継する取組項目 ２ 歳出構造改革プランの検討状況を踏まえた取組項目 

３ 地域協議会等の意見を反映した取組項目 



 

 

 

 

 

 

事業の重点化
施策や事業の重点化と事業効果・効率性の向上に
取り組む。

19 政策協議の実施

事務事業評価に基づく事業の改善・
廃止

事業評価の成果や課題を検証しながら、より実効
性ある仕組みを構築し、事業の不断の見直しに取
り組む。

20 徹底した事務事業の見直し

各種整備計画の策定と推進
事業の効率的・効果的な実施に向け、各種整備計
画に基づく施設整備を行う。

21 各種整備計画の策定と運用

施設使用料及び利用料金の改定
受益者負担の適正化及び原価計算の反映の観点か
ら、施設使用料及び利用料金上限額の改定を行
う。

8 受益者負担の適正化

公の施設の再配置計画の策定と推進
公の施設の再配置計画に基づき、地元町内会など
の関係団体との合意形成を図りながら、適正配置
を行う。

24 計画的な再配置の実施

第三セクターへの経営改善指導の徹
底

第三セクターに対する公的関与を軽減し、主体的
な経営改善に向けた取組を促す。

Ｊホールディングスを活用した経営
改善

持株会社化の推進により、個々の第三セクターの
自立的な経営体制の確立を図る。

13
上水道・ガス事業の経営改革の取
組の推進

15 下水道事業の経営改革の取組の推進

16 特別会計の効率的な運営

医療環境の充実
必要な医師数の確保に向けた医師招へい活動を行
うとともに、医療体制や診療機能の充実に取り組
む。

14 病院事業の経営改革の取組の推進

収納率の向上

税や使用料等の納入意識の高揚を図るとともに、
納税環境の整備や滞納整理の強化に取り組む。ま
た、市の債権の効果的な徴収に向けて、新たな体
制の構築を図る。

9
市税等の収納率の向上に向けた取
組の推進

不用財産の売却・貸付
普通財産の売却可能資産を分別し、優先順位に基
づき、測量、不動産鑑定を行うとともに、販売促
進に向けたPRを行い売却・貸付に努める。

10 未利用財産の売却・貸付の促進

企業誘致による税源涵養
企業誘致活動については、業種と誘致場所を絞っ
て行っているが、引き続き活動を進めるととも
に、ＬＮＧ関連企業の誘致に取り組む。

11 新たな財源の確保

定員の適正化

平成23年度以降の状況変化や今後の業務量に応じ
た適正な人員を精査し、定員適正化計画を見直
し、毎年度、業務量と人員の精査を行いながら、
職員数の定員適正化に取り組む。

39 定員適正化の推進

組織機構の見直し

新規プロジェクトや社会ニーズの変化に対応しな
がら、業務分担や事務手順の見直し・整理を行う
とともに、必要に応じて組織を見直し、効率的か
つ効果的な行政運営を図る。

40 組織機構の見直し

41 職員能力の開発推進

42 人事評価制度の構築と適正な運用

43 危機管理能力の向上

44 職場環境の整備

地域コミュニティによる自主的・自
立的な地域づくりの支援

地域活動資金を28の地域自治区に配分し、地域住
民の自発的・主体的な取組を推進するとともに、
地域活動を担う人材育成や環境整備に取り組む。

32 地域コミュニティ活動の推進

中山間地域の暮らしの支え合い体制
の支援

中山間地域の暮らしの支え合い体制づくりや、自
主的・自立的な地域活動への支援を行う。

ＮＰＯ等の公益活動を支える団体の
活動支援

ＮＰＯ等の団体による活動の支援やＮＰＯ・ボラ
ンティアセンターの運営に取り組む。

市が管理する施設の経営改善
指定管理者制度を導入するとともに、導入効果が
見込めない施設は直営管理に移行する。

18 指定管理者制度の導入と適正な運用

人材育成・活力ある組織風土の構築

人材育成方針や上越市職員行動規範等に基づき、
研修制度や業務評価・任用制度の見直しなどを行
い、人材育成を図ることで活力ある組織風土を構
築する。

37 協働の理解の促進

自主防災組織の活動・育成の支援
自主防災組織による防災訓練の支援や防災士の養
成、市民向けの防災関連講座の充実等に取り組
む。

38 協働の取組の推進

12 第三セクターの経営健全化

公営企業会計等の経営基盤の強化
公営企業等の経営基盤の強化に向けた取組を行う
とともに、一般会計からの繰出金の抑制に向けた
取組を進める。

第5次行政改革の取組項目(案)公約における取組項目 取組内容
整理
番号

① 経費の節減・合理化の徹底 5 経費の節減・合理化の徹底

② 職員数の削減等による人件費の抑制 39 定員適正化の推進

24 計画的な再配置の実施

26 計画的な保全・長寿命化の推進

④ 職員の意識改革・資質向上 41 職員能力の開発推進

⑤ 不用財産の売却・貸付による歳入確保 10 未利用財産の売却・貸付の促進

⑥ 市役所組織の見直し 40 組織機構の見直し

⑦ 各種事業や行政サービスの見直し(縮小・廃止等)の徹底 20 徹底した事務事業の見直し

⑧ 積極的で分かりやすい情報提供の推進 28 分かりやすい市政情報の発信

⑨ 各種業務への民間活力の導入(民間委託、民営化の推進等) 17 民間委託の推進

⑩ 市税の確実な徴収による歳入確保 9 市税等の収納率の向上に向けた取組の推進

⑪ 各種補助金の削減・見直し 3 補助金・交付金の見直し

37 協働の理解の促進

38 協働の取組の推進

⑬ 各種使用料・手数料の見直し 8 受益者負担の適正化

③ 公共施設の統廃合、管理運営の効率化の推進

⑫ 市民参画、市民との協働の推進

取組項目
（アンケート結果から取組の優先度が高い順に列記）

整理
番号

第5次行政改革の取組項目(案)

8 受益者負担の適正化

11 新たな財源の確保

26 計画的な保全・長寿命化の推進

4 予算規模の計画的な縮小

5 経費の節減・合理化の徹底

7 公共工事等コストの更なる縮減

22
内部管理事務の効率化・簡素化、
事務改善の推進

23 部局ごとの目標管理の実施

27 借地の解消、借地料の見直し

29 広聴活動の推進

30
市民ニーズ等に対応した相談窓口
の充実

31 申請手続きの簡素化

33 地域協議会と住民組織等との連携強化

政策・施策等を遅滞なく確実に進めるため、部局ごとに目標を設定するとともに、計
画的な進捗管理に取り組む必要がある。

借地関係の解消の検討や借地料の引き下げ、見直しを行う必要がある。

経費の削減だけではなく、行政の原点である市民サービスの向上や市民とのコミュニ
ケーションを維持・充実するための取組として、積極的な市政情報の発信と市民の声
を聞く機会を確保するとともに、市民への窓口サービスの向上に取り組む必要があ
る。

地域協議会について、活動の質を高め、ひいては市民の認知度を向上し、名実ともに
地域活動の要としていくための方策を検討する必要がある。

「事業の効率化」や「計画から管理までの最適化」など、更なるコスト縮減に向けた
取組を検討する必要がある。

課題を踏まえ追加する取組内容
整理
番号

歳入確保の取組の一環として、ふるさと納税の促進や、国・県補助金の有効活用によ
り、新たな財源の確保に取り組む必要がある。

国から策定を要請されている「公共施設等総合管理計画」の検討に当たり、インフラ
施設や公共建築物について、長寿命化を含む予防保全に資する取組や体制を取りまと
めていく必要がある。

歳入に見合った歳出を基本に、当市の適正な予算規模の検討、縮小に取り組む必要が
ある。

「事業の効率化」や「計画から管理までの最適化」等の視点から、公共工事等の事業
実施に際し、更なるコスト縮減に向けた検討を進める必要がある。

第5次行政改革の取組項目(案)

受益者負担の適正化の観点から、使用料・手数料のほか、各種事業にかかる利用者負
担の見直しに取り組む必要がある。

４ 市長公約に掲げた取組項目 ５ 市政モニターアンケートの結果を踏まえた取組項目 

６ その他、市政運営上の課題等を踏まえ新たに追加する取組項目（事務局案） 

【第 5 次行政改革大綱等の取組項目】 

これら抽出した取組項目について、第 5次行政改革の基本的視点である「①財政の健全化」、「②行政運営システ
ムの見直し」、「③新しい公共の創造・推進」、「④人材育成・組織風土の改革」に沿って、体系的に分類、整理を行
う。＜別紙体系図(試案)のとおり＞ 


